
書式第 12号 (法第 28条関係 )

令和 6年度 事 業 報 告 書

生墨奎生豊墨」理塾二塾」ユ杢ユェニ2主≧」塵全

1 事業の成果
令和 6年度は、ヴィーガン、特に訪日外国人がヴィーガニズムの食事を継続できるような環境を整え

るための啓蒙活動、商品調査、情報提供に関する事業として、関連団体との情報の共有、連携の強化を

目的としたホームページの運用のほか、2月 に東京ビッグサイ トで開催された国際レス トランンヨ~協

賛企業様のブースにて、多くの企業にヴィーガンJAS認証の紹介をすることができました。
また、ヴィーガン製品の健全な発展を支援するための検査、認証及び登録に関する事業としては、昨

年 12月 12日 にJAS登録認証機関の登録がなされ、 JAS規格0026「 ベジタリアン又はヴィー

ガンに適した加工食品」認証業務を開始し、本年は 5事業者に指定講習会を実施いたしました。さらに、

JAS規格0026「 ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法」の認証も開始

するため、本年 12月 農水省に申請をいたしました。

令和 7年度は、定款第 5条に掲げる各種事業を更に発展させていくことで、多くの人々の健康の増進

と環境の保全を図り、広く公益に寄与して参ります。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 1,151 】千円)
定款 に記載
された
事業名

事業内容 日B寺 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

持続可能な

農業生産を

推進する事

業

実施なし

動物を原材

料とする食

物、衣服、そ

の他各種製

品の代替物

の開発と使

用を推進す

る事業

国際ホテル・レス トラン・

ショーヘ出展、ヴィーガン

JAS認証の紹介

令和 6年 2月
4日 ～ 7日

東京ビ
ッグサ
イ ト
2人

ヴィーガ
ニズムの

暮らしや

商品に関
心のある
一般市民

及び関連

する個
人、団体

不特定
多数

0



ヴィーガン、

特に訪日外

国人がヴィ

ーガニズム

の食事を継

続できるよ

うな環境を

整えるため

の啓蒙活動、

商品調査、情

報提供に関

する事業

訪 日外国人が日本でヴィ

ーガニズムの食事を継続

できるよう活動をしてい

る個人、団体等との情報の

共有、連携の強化を目的と

したホームページ運営

通年
法人
事務所 2人

ヴィーガ
ニズムの
食事をす
る一般市
民及び関
連する個
人、団体

不特定
多数

1,151

ヴィーガン

製品の健全

な発展を支

援するため

の検査、認証

及び登録に

関する事業

JAS登録認証機関とし
ての業務

・JAS規格 0026「 ベ

ジタリアン又はヴィーガ

ン料理を提供する飲食店

等の管理方法」の認証登録

を農水省に申請

令和 6年
12月

法人
事務所

2人

訪 日外国
人が 日本
でヴィー
ガニズム
の生活を
継続でき
るよう活
動をして
い る 個
人、団体

不特定
多数

0



式 2813号 (法

令和6年度 活動計算書

令和 6年 1月 1日 から令和 6年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人日本ヴィーガン協会
(単位 :円 )

科
日

【 金 額

経常収益
1 受取会費
入会金・年会費
2 事業収益
持続可能な農業生産を推進する事業収益
動物を原材料とする食物、衣服、その他各種製品

の代替物の開発と使用を推進する事業収益

ヴィーガン.特に訪日外国人がヴィーガニズムの

食事を継続できるような環境を整えるための

啓蒙活動、商品調査、情報提供に関する事業収益

ヴィーガン製品の健全な発展を支援するための

検査.認証及び登録に関する事業収益|

3 その他収益               |
受取利息               |
雑収入                 |
経常収益計                |
■ 経常費用                 |
1 事業費                 |
(1)人件費               |
給料手当              |
人件費計              |
(2)そ の他経費             |
会議費               |
外注費               |
広告宣伝費             |
旅費交通費             |
通信運搬費             |
地代家賃              |
水道光熱費             |
保険料               |
支払手数料
研修費
その他経費計
事業費計
2 管理費
(1)人件費
給料手当
役員報酬
人件費計
(2)そ の他経費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
地代家賃
水道光熱費
消耗品費
支払手数料
租税公課
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

0 0

511,500

82
511 582

242 318l

511,500

0

82
0

0

0

0

1,151,564

90,754

292,

87,

0

0

300,573
0

100,000
211,761
159,500

0

500
230

1,151.564

0

0

0

0

0

0

0

0

4
0

90,75

90,754

-730,736
-730,736

0
-730,736

857,263
126,527



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和6年度 貸借対照表

令和 6年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人日本ヴィーガン協会

(単位 :円 )

科
日

【 金 額

I 資産の部

1 流動資産
現金及び預金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期借入金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債
長期借入金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部
前期正味財産額

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

230,262

230,262

230 262

103,735

103,735

103,735

857,263

-730,736

126,527

230,262



16 28

令和 6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本ヴィーガン協会
1.重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 一部改正 NPO法 人会計基準協議
会)に よっています。

2.事業別損益の状況
(単位

ヴィーガン、特
に訪日外国人が
ヴィーガニズム
の食事を継続で

きるような環境
を整えるための

な蒙活動.商品
調査.情報提供
|こ関する事業

ブィーガン製品
の健全な発展を
支援するための

検査、認証及び

登録に関する事
業 事業費計 管理費 合計科 目

持続可能な晨業
生産を推進する
事業

動物を原材料と
する食物、衣
服.その1也各種
製品の代普物の

開発と使用を推

進する事業

0

511,500
0

0

511,500

82

0

511,500

0

511.500 511,500 82 511,582

0

292,500

87,230
0

0

300,573
0

0

100,000

211,761

159.500

0

292,500

87.230
0

0

300.573
0

0

100,000
302,515

159,500

0

292.500
87,230

0

0

300,573

0

0

100,000

211,761
159,500

1.151.564 90,754 1,242,3181,151,564

l.151.564 90,754 1,242,3181,151,564
-90.672 -730,736-640,064 -640,064

I 経常収益
1.受取会費
2 事業収益
3.そ の他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用
〈1)人件費
給料手当

役員報酬
人件費計
,2)その他経費
会議費
外注費
広告宣伝費
旅費交通費

通信運搬費
地代家賃

水道光熱費

消耗品費
保険料

支払手数料
研修費
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和6年度  財産目録

令和 6年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人日本ヴィーガン協会

(単位 円 )

科
日

】 金 額

資産の部

1 流動資産
現金及び預金

流 動 資 産

2 固定資産
てヽ 言十

合 計

計

固 定 資 産

資  産  合

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期借入金

流 動 負
2 固定負債
長期借入金

固 定 負

債 合 計

債 合 計

計

産

負  債  合

正  味  財

230,262

230,262

230,262

103,735

103,735

103,735

126,527



書式第 18号 (法第 28条関係 )

令和 6年度年間役員名簿」1驚廃膚ぢI粉維継|:ぷ鴫認話昴肥舅歯所並

生産1整型理動二人E墜二生
=21≧
狙窒

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)
●各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

氏 名

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)

1

1.1'+ "ri
鈴木 真由美

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年 月

月

日

日年

2 C)監事
トミナカ・ ンュンイチロウ

富永 俊一郎

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年

年

月

月

曰

日

3
⌒

鯉夢)・ 監事
サイタ
・
 ミミ

斉田 実美

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

4 (垂)・ 監事
ヨング ゴゥ

吉田 剛

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年 月

月

日

日年

5 (望)・監事
ワタ十へ・ サヤカ

渡邊 紗耶香  
令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

6

ヨコ  ケイイチ

余語 啓

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年

年

月    日

月   日

7 〇
・監事

ミヤサ
・キ キョウイチ

宮崎 恭一

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

8
⌒

Q■ヲ・監事
ンライ ユキ

白井 由紀

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年   月   日

9 ・監事

卜
・
イ  アユミ

土井 歩

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

10 ・監事

フタタ
゛
  マサヒ,

福田 真広  

令和 6年  6月  1日

令和 6年 12月 31日

年  月  日

年 月 日

11 理事で≡)
スタ・ ヨウヘイ

須田 洋平

令和 6年  1月  1日

令和 6年 12月 31日

年 月

月

日

日年

(亜)・ 監事

(亘)・ 監事



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人旦杢コ:∠三」12塁全

氏    名

1 鈴木 真由美

2 泉 智之

3 宮崎 恭―

4 須田 洋平

5 近藤 圭介

6 富永 俊―郎

7 伊東 亜衣

8 石橋 明子

9 泉 真凛

10 山根 志津子

11

12




